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議案第６５号

藤沢市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正について

藤沢市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を次のように改正する。

２０１７年（平成２９年）２月１６日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

藤沢市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年藤沢市条例第５号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「第２項」の次に「，第３項」を加える。

第６条の次に次の１条を加える。

（配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情）

第６条の２ 法第２６条の６第３項の条例で定める特別の事情は，配偶者同行休業

の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の

第４条第１号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり，及びその引き続く

ことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他市長がこれに準ずる

と認める事情とする。

附 則

この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

提案理由

この条例を提出したのは，配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事

情を定める必要による。


